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 本委員会に付託の議案を審査の結果、下記のとおり決定したので、会議規則

第１０７条の規定により報告します。 

 
   令和２年６月２６日 
 

 三木市議会議長 中 尾 司 郎 様 

 
                総務文教常任委員長 堀  元 子 
 
                記 
 

１ 議案及び審査結果 

議 案 番 号 付 託 事 件 名 審査結果 

第３１号議案 
三木市職員特殊勤務手当に関する条例の一部

を改正する条例の制定について 
原 案 可 決 

第３２号議案 
三木市税条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 
原 案 可 決 

第３３号議案 
三木市都市計画税条例の一部を改正する条例

の制定について 
原 案 可 決 

第３４号議案 
三木市手数料条例の一部を改正する条例の制

定について 
原 案 可 決 

第３７号議案 
令和２年度三木市一般会計補正予算（第２号）

中、関係部分 
原 案 可 決 

第３９号議案 
令和２年度三木市学校給食事業特別会計補正

予算（第１号） 
原 案 可 決 

 

２ 審査経過 

去る６月１９日に本委員会を開催し、議案を審査した結果、全員一致をも

っていずれも原案のとおり可決された。 

なお、審査の過程において委員から、市税条例の改正に伴う減免や徴収猶

予の特例制度の創設等について、市民の方に不利益が生じないようわかりや



すく、かつ、適切な時期に周知されたい。 

また、学校給食調理場の空調設備の整備について、工事費に対して設計委

託費が高額となっているため、工事にかかる必要経費の計上方法について、

全庁的に検討されたい。 

また、給食食材を急遽キャンセルしたことに伴い、食品納入業者に補償す

ることについて、今後、業者と調整のうえ、一定の基準を定められたい。 

また、ＧＩＧＡスクール構想の早期実現について、子どもたちへの将来の

投資であるので、教職員への負担も考慮しながら、児童生徒１人１台タブレ

ット端末の導入や環境整備を適切に進められたい等の意見、要望があった。 


